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環境経済学の成果を組み込んだ環境教育の授業
Organizing Lesson Plans of Environmental Education based on the Study of Environmental Economics

Ｉ　序

最近
，環境教育の重要さを指摘する声が国際的に大

きくなりつつある
。我が国でも, 1991年６月，文部省

としてのまとま
った考え方が示された（气

しかし
，環境教育とは何をどのように教えることな

のか
，その内容も方法も｡いまだ確立しているとは言い

難い
。このような状況にあって，本稿では，中学校社

会科（公民的分野）における環境教育の
，特に内容面

における環境問題認識に焦点を当てる
。そして，社会

諸科学としての環境経済学を
，どのように社会科にお

ける環境教育に組み込めばよいかについて論じる。

Ⅱ　社会認識としての環境問題認識

社会科教育の目的は
，「社会認識の形成を通して，

市民的資質を育成する
」ことにある。岩田一彦氏は，

この匚社会認識」を，氏の知識論において，「説明的

知識
・概念的知識を習得すること」（゚ ･･｡53）と捉える。

このことを社会科における環境教育としての環境問題

認識に当てはめると
，環境問題認識とは，環境問題に

関わる説明的知識
・概念的知識を習得することといえ

る
。さらに説明的知識・概念的知識について，岩田氏

は次のように述べている
。厂社会事象間の関係を，原

因と結果の関係で示しているものを説明的知識と呼ぶ
。

…略（水山）…社会科学の発達に伴って，上記のよう

な説明的知識が蓄積され
，人類共通の財産になってい

く
。特定の具体的社会的事象の因果関係的説明が蓄積

されてくると
，次には『特定の社会的事象』という限

定を抜かしても通用する法則性が抽出されるようにな
る
。…略（水山）…このような法則性を表現している

知識を概念的知識と呼ぶ
。」（゚ ･・｡“-43）つまり，説明的

知識も概念的知識もともに社会事象間の関係を原因と
結果の関係で

示したものであり，説明的知識の中でよ

り法財性の高いものが概念的知識なのである
。以上か

ら
，社会科における環境問題認識を目指す授業におい

ても
，社会諸科学の研究成果に基づいた因果関係的知

識
，それもできるだけ法則性の高い概念的知識の習得

を目指すべきことが示された。

水　山　光春
(京都教育大学教育学部附属桃山中学校)

Ⅲ　環境経済学に基づいた環境問題認識のための知識

本稿では
，環境問題認識のための社会諸科学として，

環境経済学を取り上げる
。それは，環境問題の解決を

究極的な目標とする環境教育においては
，環境問題の

原
因のみならずそれへの対応についても認識させるこ

とが必要であり（
ｏ），そのためには環境経済学が有効

と考えるからである
。環境問題のように，その解決の

ために多くの時間と費用を必要とする問題にあっては
，

道徳や法による規制や強制ではなく
，無理・無駄なく

人々を
してその解決へ誘導することが求められている。

しかもその対応策は長続きするものでなくてはならな

い
。この目標を達成するには，経済の視点を導入する

ことが有効である（
ａ. p210)。　そこで，環境経済学から，

特に環境問題
への対応を中心に知識を抽出する。なお，

本項では
，環境経済学としての公共経済学的アプロー

チを中心として考察する。
１．環境問題の発生に関する知識（財の特殊性として
の公共財的性質）
公共財は，一般に「消費における共同性が存在し，

かつ排除不能（あるいは著しく困難）な財
」（（゙ ｡162）

と定義される
。この二つの性質が，通常の財である私

的財と
区別される所以である。消費の共同性とは，私

的財の場合のように
，ある人がその財を消費すること

によって
，他の人が消費できなくなることがない性質

である
。また，消費の排除不能性とは，財やサービス

の消費に対
して，料金を支払わない人をその財の消費

から排除することができない性質である
。このように

定義すると
，清浄な空気などの「環境」も公共財の一

種と考える
ことができる。清浄な空気による恩恵は誰

かが受けると
しでも，そのことが別の誰かが受ける恩

恵を減少さ
せることはない。また，ある特定の人だけ

をそのような空気の利用から排除することもできない
。

ただ
，大気は，ある一定量を超えて使用されると，厳

密な意味での消費の共同性が成立しなくなる（この現
象は

，一般に「混雑現象」と呼ばれる。）ことに注意

する必要がある
。このような公共財的性質を持つ環境

が破壊され，環境問題が発生するのは，次の二つの理
由による。
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まず第
一に，環境の持つ消費の排除不能性のために，

環境が無料で好きなだけ使用される結果
，環境が過剰

に利用されるからである。

第二の理由は以下の通りである
。たとえ誰かによっ

て環境が保全されたとしても
，「保全された環境はプ

ラスの公共財であり
，その消費を排除することができ

ず
，環境保全による利益はすべての人々に及ぶ。この

ため各個人は自分で環境を保全しようとせず
，他の人

の環境保全策にただ乗りしようとする
。この結果，自

由な経済活動に任せておくと
，誰も環境を保全しよ

うとしなくなり
，環境破壊だけが進むことにな

る
。」（Ol゙ O）つまり，保全された環境の持つ消費の排

除不能性と共同性が
，他人の環境保全策へのただ乗り

を許してしまうのである。

以上から
，環境の持つ公共財的性質から捉えること

のできる環境問題発生に関する因果関係的知識を
，次

のように設定する。
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の公 共 財 的 性 質 の た め に 過 剰 利 用 さ れ る ので ， 環
１

１

境問題が発生する
。保全された環境もまた公共財｜
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に 任 せ て お く と， 誰 も環 境 を 保 全 し よ う とせ ず，

！

ｉ　環境ａ悪化し続けｓ。　　　　　　 ｜
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２，環境問題への対応に関する知識
巾　直接規制
環境問題に対応するための社会的

・政策的手段には，

匚直接規制
」と匚経済的手段」の二種類があり，直接

規制はさらに「濃度規制
」と「総量規制」に分れる。

濃度規制は
，工場や事業所から排出される環境汚染

物質に対してある濃度基準を設定し
，その濃度以上で

の汚染物質の排出を規制するものである
。この場合，

規制が行われた対象地域の汚染物質濃度は減少するが
，

汚染者は
，排出する空気や水の量を増やし，希釈する

ことによっていくらでも汚染物質の排出量を増やすこ
とができる

。また，それゆ元汚染者に対して汚染物

質そのものの削減に対する動因を与えない
。

総量規制にも
，匚生産過程で汚染物質が排出される

ような財の生産量の規制
」匚汚染物質の原因となる生

産要素の投入量の規制
」［‾汚染物質そのものの排出量

の規制］の３タイプが想定ができる（C0.91）
。

これらの中で
，最も効率的と考えられる「汚染物質

そのものの排出量の規制」について
，日引聡氏らは次

のように述べている。

「‾省エネ投資
，省エネ技術開発，脱硫装置の設置な

どの公害防止投資さらには公害防止技術の開発を促進するならば，企業は生産量１単位あたりの汚染物質の

排出量を減少させることができる
。したがって，汚染

物質の総排出量の規制は
，省エネを促進したり，さら

には公害防止を促進したりするインセンテ
ィブを各企

業に与える
。資源配分に関しては，同じ排出量で生産

している２つの企業を比較したとき
，財の生産量が相

対的に多い企業には排出物の割り当てを多くし
，相対

的に少ない企業には割り当てを少なくすればよい
。こ

のように割り当てれば
，ある一定の排出量のもとで，

社会全体でより多くの財が生産できるようになる
。

しかし
，そのためには，政府はすべての企業の生産

構造を知る必要がある
。これは現実には非常に困難で

あり
，仮に知ることができたとしても，そのためには

莫大な費用がかかる
。したがって，社会的に見て最適

になるように排出量を割り当てることは著しく困難で
あり

，かなり大きな資源配分上のロスが生じることは

避けられない
。」（（7`p. 91-95）

つまり
，総量規制としての「汚染物質そのものの排

出量の規制
」によっては，環境の質は改善されるが，

その完全実施が困難であるので資源配分上のロスを生
じる

。濃度規制が一時的に対象地域の環境の質を改善

することがあっても
，根本的に環境汚染物質をなくす

も
のでないことはすでに述べた。
以上の内容をまとめて

，直接規制についての因果関
係的知識を次のように設定する。
匚一一一一一一一-←一一一一一一--一一-一

直接規制を導入すると
，汚染物質の濃度上昇や！

｜汚染物質の排出が抑制されるので
，（一次的，地ｌ

ｉ域的な場合も含めて）環境の質は改善されるが
，ｉ

・資源配分上のロスを生じる。　　　　 ・
I_   ｡____
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（2）経済的手段

経済的手段とは
，財政システムや市場メカニズムを

利用して
，企業や消費者を環境の保全に向けて誘導す

る方法である
。本稿では，これらの経済的手段の中で

も中心となる「課徴金制度
」「補助金制度」および市

場創設の中の「排出権市場制度」について考察する。
①課徴金制度

課徴金制度とは
，環境汚染物質の排出や資源採取等

の環境の利用に対して料金を課することによって
，環

境資源の過剰な利用を抑えようとするものである
。す

なわち
，課徴金制度においては汚染の程度に応じて企

業は責任を負う
。この原則は，一般に汚染者負担の原

則（ＰＰＰ ； Polluter Pays Principle)と呼ばれて
いる

。ＰＰＰの本来の目的は企業の公害防止を誘導す

ることにある。その仕組みを宮本憲一氏らは次のよう
に説明する。

「まったく公害防止を実行しない企業は
，汚染物の

全量に対して課徴金を支払わなければならない。逆に
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まったく公害を出さなければ
，課徴金の支払いはない

が
，公害防止費を負担しなければならない。ある程度

まで公害防止をおこなえば
，その時の排出量に応じた

課徴金を支払わなくてはならない
。すなわち公害防止

費用と課徴金とは
，企業にとってはまったく余分な私

的費用となる
。ここで私的費用を最小にするために，

企業にと
っての最適汚染量が定まると期待され

る
。｣(Ｏ－148-149)このようにＰＰＰは，課徴金の率を操

作することによって
，最適汚染量に到達するまで企業

が公害防止に努力することを誘導する
。以上から，次

の因果関係的知識を抽出する
。

匸二二二こ 二で匸二二ご二口
課徴金制度を導入すると

，私的費用を最小にす

るための企業にとっての最適汚染量が決まるので
，

企業はその最適汚染量までの公害防止に努力しよ

坏'l杁巫剛況'已？八尸iSJ LI 怐囘貝川'巴収甲t`-ﾂ｜｜　るための企業にとっての最適汚染量が決まるので，｜

｜　企業はその最適汚染量までの公害防止に努力しよ｜
ｌ　うとする。その結果

，最適汚染量の水準まで環境Ｉ！　
の質は改善される。　　　　　　　

！
Ｌ_二二_二了_'_二_____________　 Ｉ

また
，課徴金制度は資源配分の効率性に関して，次

のような効果をもつ。

「汚染物質の排出に対して課徴金を課すと
，課徴金

の支払いを少なくするために
，企業はできる限り汚染

物質の排出を抑制しようとする
。すなわち，汚染物質

の排出の原因となる生産要素の投入をできるだけ少な
くし

，そうでない生産要素の投入を増加させ，生産要

素の代替を促進させることによ
って汚染物質の排出を

減らそうとする
。また脱硫装置などのように発生した

汚染物質を除去したり
，発生自体を防止するような資

本
への投資を増加させることによって，排出量を減少

させようとする
。さらには，将来の課徴金による費用

負担を軽減させるために
，企業は汚染物質の排出を削

減するような技術開発を促進する
。」（゚‥｡73）つまり，

課徴金制度は
，企業に対して課徴金の支払いを少なく

するためのいろいろな努力を引き出すことになるわけ
だが

，このような努力の相乗的な結果として，効率的

な資源配分が促進されるのである
。以上の考察から，

次の因果関係的知識を抽出する。
－

‐

課徴金制度の導入は
，企業に課徴金の支払いを

少なくするための，生産要素の代替，汚染防止に

Ｉ役立つ資本への投資や技術開発の促進
，汚染物質

!を排出する財の生産の抑制，といった環境改善へ

１

１

ｌ　ﾐaylr｀゙ -i/　ﾐ/¶g
一一秦Jみ-t二-4'|'･I゛41　ミ' ‾゚ '71`ﾚu7丶二･

｜ の動因を与える。その結果，効率的な資源配分が
！

i 促進Ｓれ６．　　　　　　　　　　　　　　　 ｜
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②　補助金制度
補助金制度とは

，環境汚染物質の排出を減らしたり，

環境資源の保全や回復を財政的に支援することによって，このような活動を奨励しようとする制度である。

‐

Ｉ

‐

具体的には
，一単位の排出量の削減による外部費用に

見合う額を排出量一単位当たりの補助金として設定す
る。

この補助金制度は
，資源配分の効率性に関して次の

ような効果をもつ
。「汚染物質の削減に対して補助金

を与えると
，企業は補助金の受け取り額をできるだけ

大きくしようとして
，できる限り汚染物質の排出を減

らそうとする
。すなわち，汚染物質の排出の原因とな

る生産要素の代替を促進させる
。また，発生した汚染

物質を除去したり
，発生自体を防止するような資本へ

の投資を増加させることによって
，排出量を減少させ

ようとする
。さらには，将来の補助金の受け取り額を

増加させるために
，企業は汚染物質の排出を削減する

ような技術開発を促進する
。」（Ｏ‥｡74）以上から，補助

金制度は
，「生産要素の代替」「汚染防止に役立つ資本

への投資や技術開発の促進」「汚染物質を排出する財

の生産の抑制
」といった点で，資源配分の効率性に関

して
，課徴金制度と同じ効果をもつことがわかる。そ

こで
，次の因果関係的知識を抽出する。

一一一一--------一一--一一一一一一｜　補助金制度の導入は，企業に補助金の受け取り］禰剔衷明夊り守八qｄヽ
，
’|Ｋ禾卜挧叨‾ｔlア`乙ノスリ叺ソＩ

を多くするための環境改善への動因を与える。そ１

の結果，効率的な資源配分が促進される。
一一
③ 排出権市場制度

－

‐一

排出権市場制度とは
，あらかじめ汚染物質の排出許

容量を定めておき
，その許容量に見合うだけの排出権

を設定し
，市場で売買するものである。このように制

度が設計されると
，次のような効果がもたらされる。

｢
・　存在する排出権の分しか汚染物質は排出されな

いので
，当初決められた排出総量を超えて汚染物

質が排出されることはない。
・　技術開発に与えるインセンティブの効果を含め，
資源配分に与える影響は課徴金のケースと同じに
なる。

・　市場取引を通して排出権は相対的に優れた技術

水準をもつ企業により多く配分され
，その企業

が相対的に多くの財を生産することにより
，排

出量を
一定水準に抑制しつつ効率的な生産が達

成される
。｣'(゜'゙｡102約゙)

以上から
，排出権市場制度に関して次の因果関係的

知識を抽出する。
一一一一----一一------一一一一一一｜　排出権市場制度を導入すらと，各企業は存在す！
る排出権分しか汚染物質を排出できないので，環｜
境の質はその汚染物質の水準に維持される

iご)竺竺竺竺竺竺竺で竺二
コ
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ｉ通じて，総体的に優れた技術水準を持つ企業㈲∩
!
出権は配分されるので，決められた排出許可水準｜

｜。もとで社会全体。生産量は最大とな乱　　ｉ
|
＿_＿｡
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以上の①
～③の各経済的手段についての因果関係的

な知識より
，さらに高次の知識として，効率的な資源

配分に関して次の概念的知識を設定する。
口一--一一一一一一一一一一----一一一一

経済的手段の導入は
，企業に環境改善のための‾!

｜　動因を与える。その結果，効率的な資源配分が促｜
｜　進される

。　　　　　　　　　　 ｜
-一一-------- 一一-･一一一一一一一一

IV　地球環境問題としての「地球温暖化」についての
認識を目指す授業

モデル

１
．授業逼程および学習指導要領との関連

環境問題認識としての説明的知識
・概念的知識の習

得を目指す学習過程は
，一般に概念探求型の学習過程

に属する。この学習過程は，基本的に次のようにな
る。

①導入　
→　②学習問題の発見・把握　→　③仮

説（予想）の提示　→　④関連資料の収集
・検討・

→　⑤関係考察・検証　→　⑥まとめ・応用
本モデルも基本的にこの学習過程にしたがって設計す
る。
また，本モデルでは，平成元年版中学校学習指導要

領（公民的分野）における「国民生活と福祉」の中の

「公害の防止など環境の保全
」に関連して，地球規模

の環境問題（特に「地球温暖化」）を題材とした授業
（全３時間）を設計する。
２．題材としての「地球温暖化」について
地球環境問題としての地球温暖化の直接的な原因は，

水蒸気
・二酸化炭素・フロン・メタンといった温室効

果気体の大気中の濃度上昇にある
。増田善信氏による

と，「温室効果気体の濃度が現在の増加率で増え続け

るとすれば
，全地球平均気温は, 2030年代に現在より

1.5～3.5°C程度上昇する
」（９･ ’｡53）と考えられる。そし

てこの温度上昇によって
，海面上昇にともなう陸地の

消失
，農畜産業に与える被害等々 が予測されている。

これらはさらに細かく数え上げていくときりがない
が，経済学の目で見ると，大切なポイントが二つあ
る。

まず第
一は，この温暖化をもたらしている温室効果

気体の約50％は二酸化炭素(CO.)であり，さらに
このＣ０２の発生原因の約60％が化石燃料の消費にあ
るということである（゙ ｡74）。では，なぜ化石燃料消費
にともなうＣ０２の増加がくいとめられないのだろう。

その
一因は，地球大気の持つ公共財的性質にある。公

共財としての地球大気は消費の排除不能性と共同性を
持つがために

，過剰利用され，誰も自分からは進んで

大気を保存しようとしないのである
。

第二に
，地球温暖化現象の「不可逆・不確実・超長

期
」という三つの特徴との関連である。これらの特徴

および先ほどあげた匚地球温暖化の影響
」は，まさに

超長期にわたる莫大な温暖化対策のための出費を予想
させる

。この温暖化対策費を組み込みながら，しかも

人類に対する経済的な負担をできるだけ減らしつつ
，

社会経済的な成長を持続する手段として「最適資源配
分
」が求められている。勿論, co2を減らす最も確

実な方法はＣ０
，を出さないことである。　しかし，そ

のことは, C02［lj］収技術が未確立な今日においては
，

化石燃料の使用を禁ずることを意味するのでその完全
実施は不可能である

。またC02 tt,窒素酸化物や硫

黄酸ｲ匕物と違いその排出源は無数にあるので
，このよ

うな規制は事実上困難である
。そこで，経済的手段の

導入が考えられている
。経済的手段としての課徴金制

度や補助金制度
，排出権市場制度は, C02 fこよる環

境破壊に対する費用を組み込みながら, co2発生量
を減らし

，しかも将来的なＣ０２削減への動因を与え

ることを可能にするシステムである
。このシステムを

導入することによって
，最適資源配分が促進され，さ

らには地球温暖化問題の解決につながるのである
。

以上の考察をふまえて
，本単元では，地球温暖化の

原因としての地球大気の「公共財
」的性質，および地

球温暖化対策としての「経済的手段」に関して
，以下

の説明的知識の習得を目指す。

Ａ　地球の大気は公共財的性質を持つ
。そのため，

温室効果気体は自然に限界があってもそれを越
えて排出され

，地球は温暖化する。また，保全

された大気も公共財的性質を持つので
，各自の

自由な保全策に任せておくと
，各人は誰も自分

から進んでは地球温暖化を阻止しようとはしな
い
。その結果，温暖化は進行し続ける。

Ｂ　対応面から見ると
，温暖化対策としての経済

的手段は
，企業に温室効果気体（特にCO, )

削減のための様々な動因を与えるので
，効率的

な資源配分が促進され，温暖化問題の解決につ
ながる。

３，授業の展開
第１時には

，説明的知識Ａの習得を目指す。そのた

めに導入段階では
，まず地球環境問題にはどのような

ものがあるかを確認し
，それらの共通点としての範囲

の広さと影響の大きさに気づかせる。学習問題把握段
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階では，「地球温暖化」の現象的因果関係について整

理し，原因体としてのＣ０，の増加に着目させるとと

もに，匚地球温暖化にともなう大きな悪影響が予測さ

れるのに，なぜＣ０２の増加がくいとめられないのだ

ろうか」という学習問題を設定させる。予想・仮説設

定段階では，匚個人の所有物ではないという大気の性

格が，温暖化を引き起こしているのではないか」と，

予想を仮説化する。検証段階では，公共財的性格を持

つ大気の保全に対して，人はどのように行動するかを

探求させる。最後のまとめ・応用段階では，説明的知

識Ａを習得させるとともに，説明的知識Ａに示す因果

関係が酸性雨やオゾン層の破壊といった問題にもあて

はまるか考えさせる。

第２時には，説明的知識Ｂの習得を目指す。導入段

階では，地球温暖化に対応するために様々な国際会議

が行われていることに気付かせる。学習問題把握段階

では，それらの国際会議において検討されている経済

的手段としての課徴金制度・補助金制度・排出権市場

制度の仕組みのあらましを整理するとともに，「経済

的手段を導入すると，なぜ Ｃ０２の排出量が減り，効

率的な資源配分が促進されるのだろうか」という学習

問題を設定させる。予想・仮説設定段階では，匚経済

的手段の導入は, COz の削減につながる様々な行動

への動因を企業に与え，それらの相乗的効果として効

率的な資源配分が促進されるのではないか」と，予想

を仮説ｲ匕する。検証段階では，課徴金制度・補助金制

度・排出権市場制度のそれぞれが，企業行動に与える

影響について探求させる。最後のまとめ・応用段階で

は，説明的知識Ｂを習得させるとともに，説明的知識

Ｂに示す因果関係が直接規制にもあてはまるか考えさ

せる。

学習指導案の検証・まとめ段階を〈図１〉に示す。

第３時には，地球温暖化がもたらす直接的影響，お

よび対応策がもたらす間接的影響が国家間に利害対立

をもたらしていることを理解させ，地球規模での利害

調整が必要なことに気付かせる。

段階 学　 習　活　動 主な発問・呼びかけ 予想される生徒の活動 指導上の留意点 資料等

検

証

段

階

５．仮説の検証

を行う。

＊制度別に検

証していくっ

○課徴金・補助金・

排出権の３グループ

に別れて考えよう。

○結果を発表しよう。

課徴金制度の場合

はどのようになるだ

ろう。　　　（B －3 ）

○西ドイツでは，課

徴金制度の導入でど

のような効果が生ま

れているだろう。

○補助金制度の場合

はどのようになるだ

ろう。　　 （B －3 ）

・企業としては重油

を大量に使う火力発

電所（火電）を想定

する。

７［‾西ド

イツ排水

課徴金制

度の説明」

CO, ………a果徴金を支払いたくないので減らす。

省エネ……使用する重油↓単位あたりのC0, を

減らし課徴金の支払を少なくするこ

とになるので進める。

技術開発…将来のC0, を減らし課徴金の支払を

少なくすることになるので進める。

・企業の2/3 以上が技術開発

を行っている。

・省エネも行っている。

・西ドイツの場合は

排水課徴金であるが，

原理的には同じであ

ることを補足する。

C0, ………補助金をもらいたいので減らす。

省エネ……使用する重油１単位あたりのC0, を

減らし，補助金の受け取りを多くす

ることになるので進める。

技術開発…将来のC0, を減らし，補助金の受け

取りを増やすことになるので進める。
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段階 学　 習　活　 動 主な発問・呼びかけ 予想される生徒の活動 指導上の留意点 資料等

検

証

段

階

６．検証 の内容

を整理し，因果

関係を明確にす

る。

○排出権制度の場合

はどのようになるだ

ろう。　　　（B －3 ）

○検証した結果を整

理しよう。

・補助金受け取りを

目当てにした新たな

企業の参入を招く可

性もあることに注意

させる。

C0, ………発行されている排出権分しかC02 は

排出されない。

省エネ……使用する重油 工単位あたりのC02 使

用量を減らし，排出権購入量を減ら

すことになるので進める。

技術開発…将来の排出権購入量を減らすことに

なるので進める。

ま

と

め

経済的手段としての課徴金制度や補助金制度・排出権市場制度は，

企業にC02 そのものの削減や省エネ・C02 削減技術開発への動因を

与えるので，効率的な資源配分が促進され，地球温暖化問題の解決

につながる。

〈図１〉第２時　検証・まとめ段階の学習指導過程

Ｖ　 終りに

本稿では，環境問題認識を，より質の高いものにす

るための内容構成について検討し，環境経済学の研究

成果に基づいて，環境問題認識のための質の良い因果

関係的知識を設定した。さらに，これらの知識を基に，

地球環境問題についての認識をめざす授業 モデルを

「地球温暖化」を題材として構想した。

環境問題を授業で扱う際には，とかく，匚Ｃ０２の

増加が地球温暖化の原因である。」 といった上べだけ

の理解にとどまったり，短絡的に 匚大気中の Ｃ０，を

増加させるような製品は使わないようにしましょう」

という結論を引出そうとする傾向にある。しかし，社

会事象の本質の理解を目的とする社会科にあっては，

環境問題の本質的な因果関係を，社会諸科学の研究成

果に基づいてまず正しく理解させることが重要である。
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